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徳島県立海部病院施設警備・当直業務プロポーザル募集要綱

１ 目的・趣旨

徳島県立海部病院は、患者が快適に安心して治療を受けられる病院環境の構築や病院

の効率的な運営を目的として、公募型プロポーザル方式により、施設警備・当直業務の

受託者を選定するため必要な事項を定めるものとする。

２ 病院の概要

（１）病院建物の概要

・所在地 徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６６番地

・階 数 地上６階、ＰＨ１階

・構 造 鉄筋コンクリート造（免震構造）

（２）病院の規模

・許可病床数 １１０床

・敷 地 面 積 ９，２８３㎡

・建 築 面 積 ２，８２９㎡

・延 床 面 積 １０，７５９㎡

（３）患者数の実績
（令和６年度） （令和５年度） （令和４年度）

・外来患者数 約１８４人／日 約１７２人／日 約１６８人／日

・入院患者数 約７０人／日 約６５人／日 約５３人／日

３ 委託業務の概要

（１）委託業務名

徳島県立海部病院施設警備・当直業務

（２）委託業務内容

別紙「徳島県立海部病院施設警備・当直業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり

（３）委託業務実施箇所

徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６６番地

徳島県立海部病院

（４）委託期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間）

（地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約）

（５）見積限度額

年額３１，３３５千円以内（消費税及び地方消費税を含む）

（６）その他

このプロポーザルに基づく契約は、令和８年度予算を審議する徳島県議会におい

て、当初予算の成立を条件として締結する。

また、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があ

った場合は、当該契約は変更又は解除する。



４ 参加資格要件

次に定める要件を全て満たす者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。

（２）役員に次のいずれかに該当する者がいないこと。

① 破産者で復権を得ない者

② 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができな

くなった日から２年を経過しない者

（３）物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和

５６年徳島県告示第２６号）第４条第１項の規定による審査を受け資格を有すると

認められた者であること。（資格を有していない者は一般競争入札参加資格申請書

（様式については、徳島県ホームページからダウンロードするか、徳島県管財課に

おいて配布されているものを使用すること。）に必要書類を添付して、参加申込書

の提出期限までに徳島県管財課に提出すること。）

（４）「令和６－８年 県有庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争（指名競

争）入札参加資格者名簿（警備業務）」に登録され、等級格付区分がＡであるもの。

（５）徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要項に基づく指名停止等の措置を受けてい

ない者であること。

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項若しくは第２項の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされている者（同法第３３条第１項の規定に基づ

く再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づく更生手続開始の申立てがさ

れている者（同法第４１条第１項規定に基づく更正手続開始の決定を受けた者を除

く。）でないこと。

（７）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立てがなされている

者及びその開始決定がなされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従

前の例によることとされる破産事件にかかる者を含む。）でないこと。

（８）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。

（９）「徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置」をプロポーザル参加申込期限から

プレゼンテーションを伴う選定委員会の開催日までの期限内に受けないこと。

（１０）特定の政治活動又は宗教活動を目的とした法人、公序良俗に反する等適当でない

と認められる者でないこと。

（１１）日本国内において、過去に病床数１００床以上の病院において施設警備業務の契

約実績を有していること。

（１２）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による徳島県公安委員会の

認定を受けている者であること。または、同法第９条の届出書を徳島県公安委員会

に提出している者であること。

（１３）本業務を遂行するために必要な資格、免許等を有していること。



５ 応募方法

（１）提出書類一覧

本業務に応募する場合は、募集要綱及び仕様書を熟読のうえ、次の様式により提

出すること。なお、様式は、徳島県ホームページよりダウンロードすること。

① 参加申込書（様式１）

② 事業実績（様式２）

③ 業務（会社）概要（様式３）

④ 誓約書（様式４）

⑤ 企画提案書（様式５）

⑥ 添付書類

ア 貸借対照表、損益計算書など経営実績がわかるもの（直近３決算期分）

イ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

ウ 納税証明書

法人市（町村）民税、固定資産税、法人税・消費税及び地方消費税

（２）書類作成上の注意

・提出書類の規格は、Ａ４版とする。（必要に応じ、Ａ３版を使用する場合は、折り

たたんで書類に添付すること。）

・企画提案書は、わかりやすく簡潔に記載すること。

・パンフレット等の資料を添付する場合は、必要最小限なものとすること。

（３）提出部数

・正本１部、副本（コピー）６部を提出すること。

・なお、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、納税証明書は、原本を１部提出す

ること。

６ 募集要項及び様式等の配布

（１）配布時期

令和８年１月２３日（金）から

（２）配布場所

徳島県のホームページからダウンロードすること。

【徳島県ホームページ】https://www.pref.tokushima.lg.jp/

７ 手続きスケジュール

（１）次のスケジュールのとおりとし、プレゼンテーションの日時は、参加者に追って通

知する。

① 実施要領の公表・配布 令和８年１月２３日（金）から

② 質問書の提出期限 令和８年２月 ３日（火）

③ 参加申込書の提出期限 令和８年２月 ６日（金）午後５時まで（必着）

④ 企画提案書の提出期限 令和８年２月２０日（金）午後５時まで（必着）

⑤ プレゼンテーション 令和８年２月下旬予定

⑥ 審査結果通知・公表 令和８年２月下旬予定



８ 参加申込書等の提出

（１）提出書類

① 参加申込書（様式１）

② 事業実績（様式２）

③ 業務（会社）概要（様式３）

④ 誓約書（様式４）

⑤ 添付書類

ア 貸借対照表、損益計算書など経営実績がわかるもの（直近３決算期分）

イ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

ウ 納税証明書

法人市（町村）民税、固定資産税、法人税・消費税及び地方消費税

（２）提出期限

令和８年２月６日（金）午後５時まで

（３）提出先

〒775-0006

徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６６

徳島県立海部病院事務局 総務・管財担当

電話：0884-72-1166

（４）提出方法

・持参、又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）とすること。

・電子メール、ファクシミリによる提出は受け付けない。

９ 質疑等

質疑がある場合は、質問書（様式６）を電子メール又はファクシミリにより提出

すること。

なお、現場視察を希望する場合は、電話により申し出ること。

（１）提 出 先 電子メールアドレス kaifubyouin@pref.tokushima.lg.jp

ファクシミリ番号 0884-72-3521

（２）提出期限 令和８年２月３日（火）

（３）質問への回答

質疑に対する回答は、電子メール又はファクシミリにて質問者及び参加表明者す

べての者に通知する。

１０ 企画提案書等の提出

（１） 提出書類

① 企画提案書（様式５）

７部（正本１部、副本（コピー）６部）を提出すること。

（２）提出期限

令和８年２月２０日（金） 午後５時まで

（３）提出先

〒775-0006

徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６６



徳島県立海部病院 事務局 総務・管財担当

電話：0884-72-1166

（４）提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）すること。

１１ 事業者の選定

（１）選定委員会を設置し、次に定める評価項目について総合的に評価を行い、事業者を

選定する。

（２）評価項目

評価項目 評価する内容

① 基本的な考え方 病院における警備保安業務に対する基本的な考え方

② 業務の実施体制に 従事者の配置体制（人員・年齢構成）、配属条件・資質、実施

ついて 体制での特色

③ 業務委託内容につ 警備業務、事務当直業務、防災関係業務、設備関係対応業務、

いて ヘリポート関連業務、その他の業務

④ 管理体制について 管理体制・業務指導、教育・研修について

⑤ その他 個人情報保護・コンプライアンス、緊急事態発生時の業務体

制、災害発生時の業務体制

⑥ 自由提案 独自提案内容

⑦ 委託料 委託料について

⑧ 経営状況等 直近３決算期における経営状況等について

（３）選定方法

候補者の選定は、「書類審査」と「プレゼンテーション審査」により実施する。

① 日時： 令和８年２月下旬頃

場所： 徳島県立海部病院

※プレゼンテーション審査の対象者には、日時及び場所を別途連絡する。

（４）事業者の選定

書類審査、プレゼンテーション審査で総合的に評価し、最優秀提案者及び次点者

を選定する。

（５）失格

次の要件のいずれかに該当する場合には、失格とする。

① 参加する資格のない者が提案をした場合

② 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合

③ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合

④ 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合

⑤ 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合

⑥ 仕様書に示した企画提案に関する要件に適合しない場合

上記により、失格となった場合には、次点者を繰り上げることとする。



（６）審査結果の通知

審査結果は、すべての企画提案者に令和８年２月下旬頃を目処に文書で通知する。

１２ その他留意事項

（１）提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない。

（２）提出された書類の内容については、当事業者の選定以外の利用を行わない。また、

提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複写することができる

こととする。

（３）提出された書類については一切返却しない。

（４）書類の作成、提出に関する一切の費用は参加者の負担とする。

（５）書類の内容に関して、確認又は問い合わせを行う場合がある。

（６）提出された書類は徳島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には対象文書

として原則公開する。

なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害する

と認められる情報は同条例第８条第２号の規定により非公開となるので、提出書類

の該当部分と非公開とする具体的な理由を（様式７）により提出すること。

公開・非公開の判断は、これを参考にして同条例に基づき県が客観的に判断する。

（７）手続きにおいて使用する言語・通貨は、日本語・日本国通貨とする。

（８）プロポーザル参加申込書等の提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退

届（様式８）を提出すること。

（９）応募者は、事業者決定後、この募集要項等についての不知又は不明を理由として異

議を申し立てることはできない。

１３ 契約の締結

審査により、最優秀提案者として選定された者を、優先交渉権者として契約締結の

交渉を行う。この際、提案書に基づき、具体的な業務内容及び金額について病院と協

議を行い決定する。

ただし、選定された受託候補者が契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場

合、その他の理由により当該交渉が不調となったときは、次点の者と契約締結の交渉

を行う。

１４ 問い合わせ先

所 属 名 徳島県立海部病院 事務局 総務・管財担当

所 在 地 〒775-0006

徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６６

電 話 番 号 0884-72-1166（代）

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 0884-72-3521

電子メールアドレス kaifubyouin@pref.tokushima.lg.jp


